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８－１ 適用  

建設工事から発生する建設副産物すべてに適用する。但し、建設発生土については、「第４

章 一般施工 ４－４ 残土処理」による。建設副産物の処理については、「建設副産物適正処

理推進要綱」に基づくこと。特に建設廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法

律」を遵守すること。（資料文献 下水道管きょ工事仕様書 12-1） 

８－２ 建設副産物（建設廃棄物・建設発生土等）  

１ 定義 

・ 建設廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、

動物の死体、その他の汚物又は不要物であって、固形状又は、液状のもの（放射性物質及

びこれによって、汚染された物を除く）をいう。  

・ 建設発生土とは、土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの、港湾、河川 等

のしゅんせつに伴って生ずる土砂、その他これに類するものをいう。（資料文献 下水道

管きょ工事仕様書 12-2-1） 

 

２ 種類（資料文献 下水道管きょ工事仕様書 12-2-2） 

建設廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物に分けられている。  

1) 一般廃棄物  

現場事務所のごみ及び燃え殻等で、産業廃棄物以外の廃棄物を言う。  

2) 産業廃棄物  

事業活動に伴って生じた廃棄物で、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、

金属くず、紙くず、木くず、燃え殻、コンクリートの破片など、工作物の除去によって生じ

た不要物等で政令に定める廃棄物を言う。  

3) 特別管理産業廃棄物  

産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は、生活環境に係る被害を

生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定める廃棄物を言う。 
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８－３ 履行計画  

受託者は、「建設リサイクル法」に基づく特定建設資材（新材又は再生材）、土砂（新材又

は再生材）、砕石（新材又は再生材）、その他の再生資材を工事現場に搬入する場合には、

「建設リサイクルガイドライン」に基づき、建設副産物情報交換システム（COBRIS）により

「再生資源利用計画書」を所定の様式にて作成し、履行計画書に含め、電子データとともに業

務監督員に提出しなければならない。 

 受託者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材

（木材製品等）、建設汚泥、建設混合廃棄物、金属くず、廃プラスチック、紙くず、アスベス

ト（飛散型）等を工事現場から排出する場合には、「建設リサイクルガイドライン」に基づ

き、建設副産物情報交換システム（COBRIS）により「再生資源利用促進計画書」を所定の様式

にて作成し、履行計画書に含め、電子データとともに業務監督員に提出し提出時にその内容を

説明しなければならない。 

受託者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊・建設発生木材

（木材製品等）を搬出する建設工事では、再生資源利用促進計画書を書面または映像（デジタ

ルサイネージ）により工事現場の見やすい場所へ掲示するとともに、可能な限りインターネッ

トの利用により公表するよう努めなければならない。 

 受託者は、工事完成後、建設廃棄物の処理の実施状況を記録し、再生資源利用実施書及び再

生資源利用促進実施書を建設副産物情報交換システム（COBRIS）により作成し、業務監督員に

提出するとともに５年間保管しなければならない。また、業務監督員から請求があったとき

は、当該実施状況を報告しなければならない。（資料文献 下水道管きょ工事仕様書 12-3） 

 

１．計画作成時の検討項目（資料文献 下水道管きょ工事仕様書 12-3-1） 

再生資源利用促進計画、再生資源利用計画は、全ての工事についても同様に作成・提出する

こと。その他に多量の廃棄物も発生することから、適正処理を行うため、廃棄物処理計画の作

成について検討すること。（下記③廃棄物処理計画の内容参照） 

①  再生資源利用促進計画（建設副産物を搬出する際の計画）－排出用－ 
計画を作成しなければならない工事 定める内容 

次のような指定副産物を搬出する建設工事  

１．建設発生土  

２．コンクリート塊,  

３．アスファルト・コンクリート塊、  

４．建設発生木材  

５．建設汚泥 

６．建設混合廃棄物 

７．金属くず 

８．廃プラスチック 

９．紙くず 

１０．アスベスト（飛散型） 

１１．その他業務監督員が指定するもの 

１．指定副産物の種類ごとの搬出量  

２．指定副産物の種類ごとの再資源化施設又

は他の建設工事現場等への搬出量  

３．その他、指定副産物に係る再生資源の利

用の促進に関する事項 

②  再生資源利用計画（再生資材を利用する際の計画）－搬入用－ 
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計画を作成しなければならない工事 定める内容 

次のような建設資材を搬入する建設工事  

１．土砂  

２．砕石  

３．加熱アスファルト混合物 

１．建設資材ごとの利用量  

２．利用量のうち再生資源の種類ごとの利用

量  

３．その他、再生資源の利用に関する事項 

③廃棄物処理計画の内容 
１．建設廃棄物の種類・発生量と分別、保管、運搬、中間処理、最終処分等の方法 

２．処理業者等への委託の内容 

 

２．再利用（資料文献 下水道管きょ工事仕様書 12-3-2） 

1) 再生資源の利用基準  

再生資源の種類ごとに主な利用用途が定められているので、工事ごとの再生資源利用計

画に基づき、再生材を活用すること。他の用途についても、土質改良や適切な施工管理に

よって使用可能であれば積極的に利用すること。 

建設発生土については、必要な情報の収集・提供により、その再利用に努めるものとす

る。  

2) コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）  

構造物の解体工事等から発生するコンクリート塊を再生処理し、  

① 土木・建築工事のコンクリート用骨材  

② 舗装用路盤材  

③ 土木・建築工事の埋め戻し材・裏込め材  

として再生利用する際の品質の基準を定めている。  

「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）について」（平成 6 年

4 月 11 日 建設省技調発第 88 号） 

８－４ 建設廃棄物の処理・保管  

１．収集・運搬（資料文献 下水道管きょ工事仕様書 12-4-1） 

１）廃棄物が飛散、及び流出しないようにすること。  

２）収集、運搬に伴う悪臭、騒音又は、振動によって、生活環境に支障が生じないようにす

ること。  

３）廃棄物の収集、運搬のため、施設を設置する場合には、生活環境上、支障を生ずるおそ

れのないように必要な措置を講ずること。  

４）運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れる

おそれのないものであること。  

５）廃棄物の積替えを行う場合、周囲に囲いを設け、積替え場所であることの表示がされて

いる場所で行うこと。  

６）収集場所には、ねずみが生息し、蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。  
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２．保管（資料文献 下水道管きょ工事仕様書 12-4-2） 

１）保管を行う場合、周囲に囲いを設けること。  

２）廃棄物が飛散、流出及び地下に浸透し、及び悪臭が発散しないように、必要な措置を講

ずること。  

３）保管場所には、ねずみが生息し、蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。  

３．処分（資料文献 下水道管きょ工事仕様書 12-4-3） 

１）廃棄物の処分に当っては、飛散及び流出しないようにすること。  

２）処分に伴う、悪臭、騒音又は、振動によって、生活環境に支障が生じないようにする

こと。  

３）廃棄物の処分のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上、支障を生ずるお

それのないように必要な措置を講ずること。  

４）廃棄物を焼却処分する場合には、焼却設備を用いて焼却すること。  

５）埋立処分には、周囲に囲いが設けられ、かつ処分場所であることの表示されている場

所で行うこと。  

６）埋立地には、ねずみが生息し、蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。  

７）埋立処分の場所からの浸出液によって、公共の水域及び地下水を汚染するおそれがあ

る場合には、そのおそれがないように必要な措置を講ずること。  

８）産業廃棄物の埋立処分にあたっては、地下水、土質に影響のおそれがない廃棄物は、

安定型処分場で、又そのおそれがある廃棄物は、管理型処分場で行うこと。なお、特に

有害な廃棄物は遮断型処分場で行うこと。  

９）安定型処分場で、埋立処分を行う場合、安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入するお

それのないように必要な措置を講ずること。  

４．運搬、処分の委託（法第 12 条第３項）（資料文献 下水道管きょ工事仕様書 12-4-4） 

排出事業者は、産業廃棄物を自ら処理しなければならない（法第 10 条）とされているが

その処理を他人に委託する場合には、委託内容に応じて廃棄物処理法による許可を得た収集

運搬業者と処分業者にそれぞれ委託するか、又は厚生省令で定めるものに委託しなければな

らない。  

政令による委託の基準  

① 他人の産業廃棄物の運搬、処分、再生を業として行うことの出来る者であって、委託し

ようとする産業廃棄物の運搬処分、再生がその事業の範囲に含まれる者に委託すること。 

（令第６条の２第１号）  

② 委託契約は書面により行い、委託契約には、次の事項についての条項が含まれているこ

と。  

・ 委託する産業廃棄物の種類及び数量  

・ 運搬の最終目的地の所在地  
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・ 処分又は再生の場所の所在地、その処分、再生の方法及びその処分又は再生に係る施設

の処理能力。  

③ 運搬と処分又は再生を委託する者が異なる場合は、運搬受託者に処分又は再生の受託者

名を、処分又は再生受託者に運搬の受託者名を記載した文書を交付すること。（令第６条

の２第４号） 

８－５ 産業廃棄物管理票（マニフェスト）  

１．目的（資料文献 下水道管きょ工事仕様書 12-5-1） 

マニフェストシステムは、排出事業者が産業廃棄物の運搬、処分を他人に委託する際に、

当初契約した通りに産業廃棄物が運搬され、処分されたかどうかを事業者が管理票によって

確認するシステムである。  

このシステムにより、排出事業者が、収集運搬業者・処分業者に委託した産業廃棄物の処理

の流れを自から把握し、不法投棄の防止をし、適正な処理を確保することを目的としてい

る。  

平成 10 年 12 月１日から、すべての産業廃棄物に義務付けられている。 

 

２．制度（資料文献 下水道管きょ工事仕様書 12-5-2） 

この制度には、次の二つの処理方法がある。 
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３．マニフェストの流れ（資料文献 下水道管きょ工事仕様書 12-5-3） 

 

４．電子マニフェスト（資料文献 下水道管きょ工事仕様書 12-5-4） 

電子マニフェストは、情報処理センターと排出事業者・収集運搬業者・処分業者をパソコ

ンでつないでマニフェスト情報を報告・管理するシステムである。  

電子マニフェストでは、情報処理センターのホストコンピューターにマニフェスト情報を

保存するため、事務所での伝票保存が不要になる。 
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８－６ 実務上の留意事項

（資料文献 下水道管きょ工事仕様書 12-6） 

※ 「総合的建設副産物対策」抜粋  

本編は、現場における建設副産物対策に関する実務上の留意事項を、企画・設計段階から工事完成に至るまでの 

流れに沿って、委託者、元請業者、下請業者それぞれについてとりまとめたものです。 建設リサイクル法、廃棄物の

処理および清掃に関する法律、建設副産物適正処理推進要綱等をできるだけ網羅するようとりまとめていますが、詳

細については、併せて記載している参考法令等を参照して下さい。 

参考法令等凡例  

ﾘ法○  建設リサイクル法第○条  

基本   建設リサイクル法に基づき国が定めたリサイクルに関する基本方針（告示）  

判断   建設リサイクル法第 10 条、第 12 条に基づく利川や搬出の際の判断の基準

（建設省） 

建設副産物対策の実務留意事項
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に努める。 


